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二
十
八
年
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一
月
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六
日
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号
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郎
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賭
博
及
び
富
く
じ
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

衆
議
院
議
員
緒
方
林
太
郎
君
提
出
賭
博
及
び
富
く
じ
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
を
踏
ま
え
、
次
の
通
り
質
問
す
る
。

一

以
下
の
行
為
は
そ
れ
ぞ
れ
如
何
な
る
行
為
を
指
す
の
か
。

（
ア
）

賭
博
行
為

（
イ
）

賭
博
場
開
帳
行
為

（
ウ
）

富
く
じ
の
授
受
行
為

二

以
下
の
罪
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
す
べ
て
の
当
事
者
が
当
該
罪
で
罰
せ
ら
れ
る
事
が
要
件
と
な
る
か
。

（
ア
）

賭
博
罪

（
イ
）

賭
博
開
帳
図
利
罪

（
ウ
）

富
く
じ
罪

右
質
問
す
る
。


